
○半島振興法（昭和60年法律第63号） 

 

　（目的） 

第一条　この法律は、国土の保全、自然環境及び良好な景観の保全、多様な再生可能エ

ネルギーの導入及び活用、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、

食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担うとと

もに、国土の多様性の重要な構成要素である半島地域（架橋等により本土との陸上交

通が確保された島を含む。以下同じ。）が、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水

資源が乏しい等国土資源の利用の面における制約を受けていること並びにこれにより

産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にあることに鑑み、

半島地域の振興に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域

における創意工夫を生かし、半島地域と継続的な関係を有する半島地域外の人材を含

む多様な主体の連携及び協力を促進しつつ、広域的かつ総合的な対策を実施するため

に必要な特別の措置を講ずることにより、半島地域の振興を図り、もつて半島地域の

自立的発展、地域住民の生活の向上、半島地域における定住の促進等及び半島防災（半

島地域におけるその地理的特性を踏まえた防災をいう。以下同じ。）の推進を図り、

あわせて国土の均衡ある発展並びに地方における活力ある社会経済の創出及びその再

生（次条第一号において「地方創生」という。）に資することを目的とする。 

 
　（基本理念） 

第一条の二　半島地域の振興のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われ

なければならない。 

一　半島地域における産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にあ 

　ることに鑑み、これらの整備等を推進することにより地域住民の生活の向上を図る

とともに、地方創生の一環として、多様な主体の連携及び協力の促進、半島地域に

おける定住の促進等を通じて、個性豊かで活力に満ちた自立的な地域社会が実現さ

れることを旨とすること。 

二　半島地域が国土の保全、自然環境及び良好な景観の保全、多様な再生可能エネル 

　ギーの導入及び活用、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、 

　食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つて 

　いることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、半島地域の地理的及び自然的 

　特性を生かし、その魅力の増進を図ることを旨とすること。 

　三　半島地域は三方を海に囲まれる等国土資源の利用の面における制約があることに

　　鑑み、災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するための施策等を 

　　推進するとともに、これらを含む半島防災のための施策が国土強靱化（強くしなや

　　かな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（平成二

　　十五年法律第九十五号）第一条の国土強靱化をいう。第十五条の四において同じ。）

　　の理念を踏まえ着実に実施されることを旨とすること。 

 
 
 



　（国及び都道府県の責務） 

第一条の三　国は、前条の基本理念にのつとり、半島地域の振興のために必要な施策を

総合的かつ積極的に策定し及び実施する責務を有する。 

２　都道府県は、前条の基本理念にのつとり、その区域の自然的社会的諸条件に応じた

　半島地域の振興のために必要な施策を策定し及び実施するよう努めるとともに、半島

　地域をその区域に含む市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対す

　る半島地域の振興のために必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとす

　る。 

 
　（指定） 

第二条　主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国

土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として

総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振

興対策実施地域として指定する。 

一　二以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域であるこ

と。 

二　高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備につい

て他の地域に比較して低位にある地域であること。 

三　産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講

ずる必要がある地域であること。 

２　都道府県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しな

ければならない。 

３　都道府県は、第一項の申請をしようとする場合において当該申請に係る地域が沖縄

県の区域内にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由しなければならない。 

４　主務大臣は、第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定をするときは、当該

半島振興対策実施地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。 

 
　（半島振興基本方針） 

第二条の二　主務大臣は、半島振興対策実施地域の振興を図るため、半島振興基本方針

を定めるものとする。 

２　半島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一　半島振興対策実施地域の振興の意義及び方向に関する事項 

二　基幹的な道路、港湾、空港等の人の往来及び物資の流通に資する交通施設並び

に通信施設の整備その他の半島振興対策実施地域と国内の地域との間及び半島振

興対策実施地域内の交通通信の確保に関する基本的な事項 

三　農林水産業、商工業、情報通信業その他の産業の振興及び観光の開発に関する

基本的な事項 

四　雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項 

五　水資源の開発及び利用に関する基本的な事項 

六　生活環境の整備に関する基本的な事項 

七　医療の確保等に関する基本的な事項 



八　介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する基本的な事項 

九　高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項 

十　教育及び文化の振興に関する基本的な事項 

十一　自然環境の保全及び再生に関する基本的な事項 

十二　再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本的な事項 

十三　国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項 

十四　移住、定住及び特定居住（広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律

（平成十九年法律第五十二号）第二条第一項第一号ハの特定居住をいう。以下同

じ。）の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保に関

する基本的な事項 

十五　水害、風害、地震災害（地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。

第四条第一項第十七号において同じ。）その他の災害を防除するために必要な国土

保全施設等の整備及び防災体制の強化その他の半島防災のための施策に関する基

本的な事項 

十六　前各号に掲げるもののほか、半島振興対策実施地域の振興に関する基本的な

事項 

３　主務大臣は、半島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協

　　議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。 

４　主務大臣は、半島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

　５　前二項の規定は、半島振興基本方針の変更について準用する。 

 
　（半島振興計画の作成等） 

第三条　第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域の指定があつたときは、関係 

　都道府県は、半島振興基本方針に基づき、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興

に関する計画（以下「半島振興計画」という。）を作成するよう努めるものとする。 

２　都道府県は、半島振興計画を作成しようとするときは、関係市町村に協議しなけれ

　ばならない。 

３　半島振興対策実施地域をその区域に含む市町村（以下「半島地域市町村」という。）

　は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画が作成されていない場合には、単

　独で又は共同して、関係都道府県に対し、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興

　計画を作成することを要請することができる。この場合においては、当該半島地域市

　町村に係る半島振興計画の案を添えなければならない。 

４　前項の規定による要請があつたときは、都道府県は、速やかに、当該要請に係る半

　島振興対策実施地域に係る半島振興計画を作成しなければならない。 

５　半島地域市町村は、第三項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その半島

　振興対策実施地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

６　第三項の案の提出を受けた都道府県は、半島振興計画を作成するに当たつては、当

　該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。 

７　半島振興計画に次条第一項第四号から第十七号までに掲げる事項を記載するに当た 



　つては、半島地域市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの半島地域市町村に

対する半島地域の振興のために必要な情報の提供その他の援助についても、必要に応

じて記載するよう、努めるものとする。 

８　都道府県は、半島振興計画を作成したときは、直ちに、これを主務大臣（当該半島 

　振興計画に係る地域が沖縄県の区域にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由し 

　て、主務大臣）に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならな 

　い。 

９　主務大臣は、前項の規定により半島振興計画の提出があつた場合においては、直ち 

　に、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関 

　係行政機関の長は、当該半島振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることが 

　できる。 

１０　主務大臣は、第八項の規定により提出された半島振興計画が半島振興基本方針に

適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求め

ることができる。 

１１　主務大臣は、第八項の規定により提出された半島振興計画について前項の規定に 

　よる措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければ

ならない。 

１２　第二項、第三項及び第五項から前項までの規定は、半島振興計画の変更について

　準用する。この場合において、第三項中「は、当該半島振興対策実施地域に係る半島

　振興計画が作成されていない場合には、」とあるのは「は、」と読み替えるものとする。 

 
　（半島振興計画の内容） 

第四条　半島振興計画には、当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関 

　し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。 

一　半島振興対策実施地域の振興の基本的方針に関する事項 

二　半島振興対策実施地域の振興に関する目標 

三　計画期間 

四　基幹的な道路、港湾、空港等の人の往来及び物資の流通に資する交通施設並びに 

　通信施設の整備その他の当該半島振興対策実施地域と国内の地域との間及び当該半 

　島振興対策実施地域内の交通通信の確保に関する事項 

五　農林水産業、商工業、情報通信業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事 

　項 

六　雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項 

七　水資源の開発及び利用に関する事項 

八　生活環境の整備に関する事項 

九　医療の確保等に関する事項 

十　介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する事項 

十一　高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

十二　教育及び文化の振興に関する事項 

十三　自然環境の保全及び再生に関する事項 



十四　再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項 

十五　国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 

十六　移住、定住及び特定居住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連 

　携及び協力の確保に関する事項 

十七　水害、風害、地震災害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の 

　整備及び防災体制の強化その他の半島防災のための施策に関する事項 

十八　半島振興計画の達成状況の評価に関する事項 

十九　前各号に掲げるもののほか、半島振興対策実施地域の振興に関し必要な事項 

２　半島振興計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整 

　備計画、北海道総合開発計画その他法令の規定による地域振興に関する計画並びに国 

　土強靱化基本計画及び水循環基本計画と調和したものでなければならない。 

 
　（半島振興計画に基づく事業の実施） 

第五条　半島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関す

る法律（これに基づく命令を含む。）の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が

実施するものとする。 

 
　（国の施策） 

第六条　国は、半島振興計画に基づく事業の実施に関し必要な財政金融上の措置を講ず

るよう配慮しなければならない。 

２　国は、多様な主体の連携及び協力が半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振

興において重要であることに鑑み、半島振興計画に基づく事業のうち多様な主体の連

携及び協力により実施されるものについて、その事業を実施する地方公共団体その他

 の者に対する助成その他の必要な措置を講ずるものとする。

 
第七条　国は、半島振興計画に基づく事業の実施に要する経費について、毎年度、国の

財政の許す範囲内において、その事業の円滑な実施を促進することに努めなければな

らない。 

 
（地方債についての配慮） 

第八条　地方公共団体が半島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てる

ために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共

団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。 

 
　（資金の確保） 

第九条　国及び地方公共団体は、半島振興計画の達成に資すると認められる製造事業、

運輸事業等の事業を営む者が、半島振興対策実施地域の区域内において行う工場、事

業場その他の施設の新設若しくは増設又はこれらの施設の用に供する土地の取得若し

くは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。 

 
 　（産業振興促進計画の認定）

第九条の二　半島地域市町村は、単独で又は共同して、当該半島地域市町村に係る半島

振興対策実施地域に係る半島振興計画（以下「関係半島振興計画」という。）に即して、



主務省令で定めるところにより、当該半島地域市町村の区域の特性に応じた農林水産

業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進

するための計画（以下「産業振興促進計画」という。）を作成し、主務大臣の認定を申

 請することができる。

 ２　産業振興促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一　産業振興促進計画の区域（以下「計画区域」という。） 

 二　当該計画区域において振興すべき業種

 三　前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項

 四　計画期間

３　前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事

 項を記載するよう努めるものとする。

 一　産業振興促進計画の目標

 二　その他主務省令で定める事項

４　第二項第三号に掲げる事項には、半島地域市町村における産業の振興を促進するた

 めに特に重要と認められるものとして、次に掲げる事項を記載することができる。

一　当該半島地域市町村の区域において生産された農林水産物の販売、当該農林水産

物の利用の促進その他の当該半島地域市町村における農林水産業の振興に資する事

 業に関する事項

二　当該半島地域市町村の区域における企業の立地の促進、工業生産設備の新増設、

商品の販売又は役務の提供の促進、高度な知識又は技術を有する人材の育成その他

 の当該半島地域市町村における商工業の振興に資する事業に関する事項

三　情報通信技術の活用による役務の提供の促進その他の情報通信業の振興に資する

 事業に関する事項

四　当該半島地域市町村の区域の観光資源を活用した観光旅客の来訪及び滞在の促進

 その他の当該半島地域市町村における観光の振興に資する事業に関する事項

５　前項に定めるもののほか、第二項第三号に掲げる事項には、補助金等交付財産活用

事業（補助金等交付財産（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三

十年法律第百七十九号）第二十二条に規定する財産をいう。）を当該補助金等交付財産

に充てられた補助金等（同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。）の交付の目的

以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う

事業をいう。以下同じ。）に関する事項を記載することができる。 

６　半島地域市町村は、産業振興促進計画に第二項第三号に掲げる事項を記載しようと

するときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なけれ

 ばならない。

７　次に掲げる者は、半島地域市町村に対して、産業振興促進計画を作成することを提

案することができる。この場合においては、関係半島振興計画に即して、当該提案に

 係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

一　当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第二項第三号に規定する事

 業を実施しようとする者

 二　前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者



８　前項の規定による提案を受けた半島地域市町村は、当該提案に基づき産業振興促進

計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければなら

ない。この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理

 由を明らかにしなければならない。

９　主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進

計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認める

 ときは、その認定をするものとする。

 一　関係半島振興計画に適合するものであること。

二　当該産業振興促進計画の実施が計画区域における産業の振興及び雇用機会の拡充

 に相当程度寄与するものであると認められること。

 三　円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

10　主務大臣は、産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載さ

れている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政

機関の長（次条第二項及び第九条の五から第九条の七までにおいて単に「関係行政機

関の長」という。）の同意を得なければならない。 

11　主務大臣は、第九項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければなら

 ない。

 
 　（認定に関する処理期間）

第九条の三　主務大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以

 内において速やかに、同条第九項の認定に関する処分を行わなければならない。

２　関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第九項の認定に関する処

分を行うことができるよう、速やかに、同条第十項の同意について同意又は不同意の

 旨を通知しなければならない。

 
 　（認定産業振興促進計画の変更）

第九条の四　半島地域市町村は、第九条の二第九項の認定を受けた産業振興促進計画（以

下「認定産業振興促進計画」という。）の変更（主務省令で定める軽微な変更を除く。）

 をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

２　第九条の二第六項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計

 画の変更について準用する。

 
 　（報告の徴収）

第九条の五　主務大臣は、第九条の二第九項の認定（前条第一項の変更の認定を含む。

以下単に「認定」という。）を受けた半島地域市町村（以下「認定半島地域市町村」と

いう。）に対し、認定産業振興促進計画（認定産業振興促進計画の変更があつたときは、

その変更後のもの。以下同じ。）の実施の状況について報告を求めることができる。 

２　関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する

事項が記載されている場合には、認定半島地域市町村に対し、当該補助金等交付財産

 活用事業の実施の状況について報告を求めることができる。

 
 



 　（措置の要求）

第九条の六　主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付

財産活用事業に関する事項が記載されている場合において、当該補助金等交付財産活

用事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定半島地域市町村に対し、

当該補助金等交付財産活用事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることが

 できる。

 
 　（認定の取消し）

第九条の七　主務大臣は、認定産業振興促進計画が第九条の二第九項各号のいずれかに

適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合にお

いて、当該認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載さ

れているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなけ

 ればならない。

２　前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、

 主務大臣に意見を述べることができる。

３　前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金

等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合には、第一項の規定による認

 定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

４　第九条の二第十一項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。 

 
 　（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例）

第九条の八　半島地域市町村が、第九条の二第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付

財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を

申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみ

 なす。

 
 　（農地法等による処分についての配慮）

第九条の九　国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定産業振興促進計画に記載され

た計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地

法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による許可その他の処分

を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅

 速に行われるよう適切な配慮をするものとする。

 
 　（中小企業者に対する配慮）

第九条の十　国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域にお

いて、中小企業者（中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五十四号）第二条第一項

に規定する中小企業者をいう。）が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場

合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう

 適切な配慮をするものとする。

 
 
 



 　（必要な援助）

第九条の十一　主務大臣は、第九条の二第四項各号に掲げる事項が記載された産業振興

促進計画について認定をしたときは、認定半島地域市町村に対し、当該事項の実施に

 必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

 
　（半島循環道路等の整備） 

第十条　国は、半島振興計画に基づく事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主

要な道路又は半島振興対策実施地域と一般国道その他の政令で定める交通施設とを連

絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重要と認

められるものとして国土交通大臣が指定するものの整備に関する事業については、そ

の円滑な実施が促進されるよう特に配慮するものとする。 

　 
　（基幹的な市町村道等の整備） 

第十一条　半島振興対策実施地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基

幹的な農道、林道及び漁港関連道で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの（以

下「基幹的市町村道等」という。）の新設及び改築については、他の法令の規定にか

かわらず、半島振興計画に基づいて、都道府県が行うことができる。 

２　都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政

令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者（道路法（昭和二十七年法律第

百八十号）第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。）に代わつてその権限を行

うものとする。 

３　第一項の規定により都道府県が行う基幹的市町村道等の新設及び改築に係る事業（以

下「基幹的市町村道等整備事業」という。）に要する経費については、当該都道府県

が負担する。 

４　基幹的市町村道等整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹

的市町村道等を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道と

みなす。 

５　第三項の規定により基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律（昭和三十

六年法律第百十二号。以下「負担特例法」という。）第二条第一項に規定する適用団

体である場合においては、基幹的市町村道等整備事業（北海道の区域における基幹的

市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合（以下「国

の負担割合」という。）が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業

に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。）を同条第二項に規定

する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。 

６　北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国

の負担割合が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に

対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹的

市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第二条第一項に規

定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号

に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては、第一号に掲げる国の負担割合により



算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担

割合を超えないものにあつては、第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相

当する額を負担し、又は補助するものとする。 

一　北海道の区域以外の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に相当する事業

に係る経費に対する通常の国の負担割合を北海道の区域における当該基幹的市町村

道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び

第二項の規定により算定した国の負担割合 

二　北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負

担割合 

 
　（小型航空機用飛行場等の整備） 

第十二条　国は、半島振興対策実施地域の特性に即した地域的な航空運送を確保するた

め、地方公共団体が半島振興計画に基づいて実施する小型の航空機の用に供する公共

用飛行場その他の航空運送の用に供する施設の整備に関する事業については、その円

滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするものとする。 

 
 　（交通の確保）

第十二条の二　国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の自立した

日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、半島振興対策実施地域内の交流及

び半島振興対策実施地域と国内の地域との交流の促進、物資の流通の確保等を図るた

め、前三条に定めるもののほか、交通施設の整備及び保全並びに鉄道をはじめとする

地域公共交通の活性化及び再生について適切な配慮をするものとする。 

 
 　（デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化等）

第十三条　国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域と他の地域との間の情報通信

技術の利用の機会に係る格差の是正、半島振興対策実施地域における住民の生活の利

便性の向上、産業の振興、地域公共交通の活性化及び再生、物資の流通の確保、医療

及び教育の充実、災害情報の収集及び提供の円滑化等を図るとともに、半島地域にお

けるデジタル社会（デジタル社会形成基本法（令和三年法律第三十五号）第二条に規

定するデジタル社会をいう。）の形成に資するよう、情報の流通の円滑化、高度情報通

信ネットワークその他の通信体系の充実及び先端的な情報通信技術の活用の推進につ

いて適切な配慮をするものとする。 

 
　（農林水産業その他の産業の振興等） 

第十三条の二　国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した農林水産

業の振興及びその競争力の強化を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並び

に流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止、水産動植物の生育環境の保全及び改

善並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。 

２　前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に

　即した産業の振興及びその競争力の強化を図るため、生産性の向上、産業の振興及び

　その競争力の強化に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、

　先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。 



 　（就業の促進）

第十三条の三　国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の住民及び半島振興対策

実施地域へ移住しようとする者等の半島振興対策実施地域における農林水産業その他

の産業への就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の

開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。この場合に

おいて、情報通信技術の進展、その活用による場所に制約されない働き方の普及等の

社会の変化にも留意するよう努めるものとする。 

 
 　（生活環境の整備）

第十三条の四　国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において移住、定住及び

特定居住並びに持続可能な地域社会の維持及び形成を促進することに資するため、住

宅等の整備（空家の活用によるものを含む。）、水の確保、汚水及び廃棄物の処理その

他の快適な生活環境の確保を図るための施策並びに地域における住民の生活及び産業

の振興の拠点の形成を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。 

 
 　（医療の確保）

第十三条の五　国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における医療を確保する

ため、無医地区に関し、診療所の設置、定期的な巡回診療、保健師の配置、情報通信

機器を活用した診療及びそのための施設の設置、医療機関の協力体制（救急医療用の

機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行

う体制を含む。次項において同じ。）の整備等について適切な配慮をするものとする。 

２　国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の無医地区以外の地区において医療

　の提供に支障が生じている場合には、必要な医師若しくは歯科医師又はこれを補助す

　る看護師の確保、定期的な巡回診療、保健師の配置、情報通信機器を活用した診療及

　びそのための施設の設置、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療

　の充実が図られるよう、適切な配慮をするものとする。 

 
 　（介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等）

第十三条の六　国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における介護サービス並

びに障害者及び障害児に係る障害福祉サービス等の確保及び充実を図るため、老人福

祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支

援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに関する知識及び技術の習得の促進

等を通じた地域の人材の活用等による介護サービスに従事する者の確保並びに介護ロ

ボット等の導入、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実並びに障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十

三号）及び児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）の規定による障害者及び障

害児に係る障害福祉サービス等の提供、当該障害福祉サービス等に従事する者の確保、

当該障害福祉サービス等に係る事業所等の整備、提供される当該障害福祉サービス等

の内容の充実等について適切な配慮をするものとする。 

 
　（高齢者及び児童の福祉の増進） 

第十四条　国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福



祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備

 等について適切な配慮をするものとする。

 
　（教育の充実） 

第十四条の二　国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において、その教育の特

殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育（情報通信技術の活用によるものを含む。）の

充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策

の充実について適切な配慮をするものとする。 

２　国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、半島振興対策

　実施地域の区域外に居住する子どもが豊かな自然環境、伝統文化等を有する半島地域

　の特性を生かした教育を受けられるよう適切な配慮をするものとする。 

 
　（自然環境の保全及び再生） 

第十四条の三　国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理その他の半島振興対策実施

地域及びその周辺の海域における自然環境の保全及び再生（自然景観の保全を含む。）

に資するための措置について適切な配慮をするものとする。 

 
　（再生可能エネルギーの利用の推進） 

第十四条の四　国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において、その自然的特

性を生かしたエネルギーを利用することが、その経済的社会的環境に応じたエネルギ

ーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を

図る上で重要であること並びに土地、水、バイオマスその他の地域に存在する資源を

活用した再生可能エネルギーの利用が地域経済の発展に寄与することに鑑み、地域の

実情に応じた再生可能エネルギーの効果的かつ効率的な活用の観点から行う再生可能

エネルギーの供給体制の整備に必要な支援その他再生可能エネルギーの利用を推進す

るために必要な支援等の施策の充実について適切な配慮をするものとする。 

 
　（地域文化の振興等） 

第十五条　国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化

的所産及び地域の風土等により形成された景観地の保存及び活用について適切な措置

が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をす

るものとする。 

 
 　（観光の振興及び交流の促進）

第十五条の二　国及び地方公共団体は、半島地域には優れた自然の風景地、半島地域に

おいて伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることに鑑

み、半島振興対策実施地域の活性化に資するため、半島振興対策実施地域における地

域の特性を生かした観光地、高い国際競争力を有する観光地その他の魅力ある観光地

の形成等を通じた観光の振興並びに半島振興対策実施地域内の交流並びに半島振興対

策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとす

 る。

 
 



 　（移住等の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保）

第十五条の三　国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、半島振興

対策実施地域の持続的発展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住、定住及

び特定居住の促進、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわ

りなく、多様な住民、特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平成十年法律第

七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。）、事業者その他の関係者

間における緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。 

 
 　（半島防災の推進及び実効性の確保）

第十五条の四　国及び地方公共団体は、半島地域が三方を海に囲まれている等厳しい自

然条件の下にあること及び国土強靱化の観点を踏まえ、災害を防除し及び軽減するた

め、並びに災害が発生した場合において住民が孤立し、及び地域経済の円滑な運営が

著しく阻害されることを防止するため、半島振興対策実施地域において、次に掲げる

事項その他の半島防災のための施策の推進及びその実効性の確保について適切な配慮

をするものとする。 

一　道路、港湾等の交通施設、水道、下水道等の供給施設及び処理施設、国土保全施 

　設、避難施設、備蓄倉庫、再生可能エネルギー等を活用した非常用電源設備、防災 

　行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の施設及び設備の整備 

二　防災のための住居の集団的移転の促進 

三　防災上必要な教育及び訓練の実施 

　四　被災者の救難、救助その他の保護、施設及び設備の応急の復旧、緊急輸送の確保

　　その他の災害応急対策並びに災害復旧を迅速かつ的確に実施するための体制の整備

　　及び関係行政機関の連携の強化 

 
 　（感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保等）

第十五条の五　国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすお

それのある感染症が発生したことにより、半島振興対策実施地域と当該半島振興対策

実施地域以外の地域との間の人の往来又は物資の流通が停滞し又は制限された場合に

は、当該半島振興対策実施地域において住民の生活の安定及び地域経済の円滑な運営

が著しく阻害されるおそれがあることに鑑み、当該場合における住民の生活に必要な

物資の確保及び事業活動の継続について適切な配慮をするものとする。 

 
 　（生産機能及び生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮）

第十五条の六　人口の著しい減少等に伴つて地域社会における活力が低下し、生産機能

及び生活環境の整備等が他の集落に比較して特に低位にある半島振興対策実施地域内

の集落をその区域に含む半島地域市町村は、当該集落において、住民の福祉を増進す

る目的をもつてその利用に供するための施設、郵便局等の活用等により、住民が日常

生活を営むために必要な環境の維持等が図られるよう、適切な配慮をするものとする。

この場合において、国及び都道府県は、当該半島地域市町村からの相談に応じ、必要

な情報の提供、助言を行う者の派遣その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 
 



 　（協議会）

第十五条の七　半島振興対策実施地域をその区域に含む都道府県、半島地域市町村又は

半島振興対策実施地域の振興に取り組む団体等は、半島振興対策実施地域の広域的か

つ総合的な振興の推進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。 

 
　（税制上の措置） 

第十六条　国は、租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の定めるところによ

り、半島地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。 

 
　（地方税の不均一課税に伴う措置） 

第十七条　地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第六条第二項の規定により、

地方公共団体が、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において当該認定産

業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又

は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその

敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しく

はその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一

の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと

認められるときは、地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）第十四条の規定

による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわら

ず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額（事業税又は固定資産税に関するこれ

らの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度

におけるものに限る。）のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規

定による当該地方公共団体の当該各年度（これらの措置が総務省令で定める日以後に

おいて行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度）における基準財政

 収入額となるべき額から控除した額とする。

 一　製造の事業

二　有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付

随サービス業（インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関す

る事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。）に属する事業 

三　前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法

により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定め

 る事業

四　当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を

原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該

 半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

五　旅館業（下宿営業を除く。） 

 
　（国土審議会の調査審議等） 

第十八条　国土審議会は、主務大臣の諮問に応じ、半島振興に関する重要事項について

 調査審議する。

２　国土審議会は、半島振興に関する重要事項について、必要があると認めるときは、



国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係行政機関

の長に対し、意見を申し出ることができる。 

 
 　（主務大臣等）

第十九条　第二条第一項及び第四項、第九条の二から第九条の八まで、第九条の十一並

びに前条第一項における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とす

る。 

２　第二条の二第一項、同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準

用する場合を含む。）並びに第三条第八項から第十一項まで（これらの規定を同条第十

二項において準用する場合を含む。）における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、

農林水産大臣、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境

大臣とする。 

３　第九条の二第一項及び第三項第二号並びに第九条の四第一項における主務省令は、

　国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。 

 

　　　附　則  
　（施行期日） 

１　この法律は、公布の日から施行する。  
　（この法律の失効） 

２　この法律は、令和十七年三月三十一日限り、その効力を失う。  
 ３　（略）

 

　　　附　則 （令和七年三月三一日法律第一○号）　抄 

　（施行期日） 

第一条　この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定

 並びに次条及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

 
　（経過措置） 

第二条　前条ただし書に規定する規定の施行の日までに半島振興法第九条の二第九項の

認定を受けた産業振興促進計画（同日までに同法第九条の四第一項の規定による変更

の認定を受けたときは、その変更後のもの）であって同日においてその計画期間の末

日が令和七年三月三十一日であるものについては、その計画期間の末日を令和七年六

 月三十日とする。

 
　（検討） 

第三条　国は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後

の半島振興法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講

 ずるものとする。

 

 



○半島振興法施行令（昭和61年政令第243号）

（主要な道路により連絡される交通施設）

第一条 半島振興法（以下「法」という。）第十条の一般国道その他の政令で定める交通

施設は、一般国道、高速自動車国道、新幹線鉄道の停車場及び空港とする。

（基幹的な市町村道等の指定等）

第二条 法第十一条第一項の政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道につ

いては国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道について

は農林水産大臣とする。

２ 都道府県は、法第十一条第一項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事

を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類

及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は

廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。

３ 法第十一条第二項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権

限は、道路法施行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）第四条第一項各号（第二号

を除く。）に掲げるものとする。

４ 前項に規定する都道府県が代わつて行う権限は、第二項前段の規定により告示され

た工事の開始の日から同項後段の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日

までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第

四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後において

も行うことができる。

５ 都道府県は、法第十一条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路

法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号（いずれも協定の締結

に係る部分に限る。次項において同じ。）に掲げる権限を行おうとするときは、あらか

じめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。

６ 都道府県は、法第十一条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路

法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号（道路法（昭和二

十七年法律第百八十号）第三十九条の二第一項（同法第九十一条第二項において準用

する場合を含む。）の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。）、第二十四

号、第二十五号（道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定

に係る部分に限る。）、第三十二号、第三十四号、第三十五号（道路法第三十二条第一

項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。）、

第三十六号（道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみ

なされる協議に係る部分に限る。）又は第四十三号に掲げる権限を行つたときは、遅滞

なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。



○半島振興法施行規則（平成27年総務省・農林水産省・国土交通省令第２号）

（産業振興促進計画の認定の申請）

第一条 半島振興法（以下「法」という。）第九条の二第一項の規定により認定の申請を

しようとする半島地域市町村は、申請書に産業振興促進計画を記載した書類及び次に

掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。

一 計画区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及

び計画区域を表示した付近見取図

二 産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書

三 法第九条の二第五項に規定する事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名

称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財

産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助

金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

四 法第九条の二第六項に規定する同意を得たことを証する書面

五 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類

２ 産業振興促進計画に法第九条の二第五項に規定する事項を記載している場合には、

前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよ

う努めるものとする。

（産業振興促進計画の記載事項）

第二条 法第九条の二第三項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 産業振興促進計画の名称

二 産業振興促進計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

三 計画区域における産業の振興を促進する上での課題

四 関係都道府県、関係市町村、関係団体、民間事業者その他の者との適切な役割分

担及び連携に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、計画区域における産業の振興を促進するために必要

な事項

（産業振興促進計画の変更の認定の申請）

第三条 法第九条の四第一項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようと

する半島地域市町村は、申請書にその変更内容を明らかにした書類及び第一条第一項

各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるも

のを添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。

（法第九条の四第一項の主務省令で定める軽微な変更）

第四条 法第九条の四第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

二 計画期間の六月以内の変更

三 前二号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと主務大臣が

認める変更



附 則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。


